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 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 
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  総 務 課 長  増 田 豊 実 

  企 画 政 策 課 長  阿 部 弘 亨 
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 〇議 事 日 程             

  第 １ 一般質問             

                              

開 議 午前１０時００分 

〇議長（中井寿夫君） ただいまから令和２年余

市町議会第４回定例会を再開いたします。 

 ただいまの出席議員は17名です。 
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 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                              

〇議長（中井寿夫君） 日程第１、昨日に引き続

き一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 発言順位３番、議席番号９番、寺田議員の発言

を許します。 

〇９番（寺田 進君） 令和２年第４回定例会に

当たり、さきに通告しております質問を申し上げ

ます。 

 現在余市町には美園、梅川、豊丘、登、栄、潮

見の６か所の墓地と梅川霊園が余市町公営墓地と

して管理しておりますが、遺骨を埋葬する墓地、

霊園は大切な場所なので、永続的な運営を行って

いる公営墓地、公営霊園が望まれるのも自然な住

民感情と思われます。しかし、少子高齢化が進み、

無縁墓地が増え、継承者が減っているという現実

がある中、以下のことを伺います。 

 １、墓地、霊園のそれぞれの最大墓所数、使用

墓所数、空き墓所数、また把握されている無縁墓

地は何か所あるでしょうか。伺います。 

 ２、６か所の墓地と梅川霊園とでは管理上どの

ような違いがあるのか伺います。 

 ３、余市町防災ガイドマップで美園、栄、潮見

墓地はそれぞれ土砂災害危険箇所に指定されてお

りますが、どのような対策をされているのか伺い

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員の町営墓

地、霊園の管理についての質問に答弁します。 

 １点目の各墓地、霊園の墓所数に関する質問で

すが、令和２年11月末現在、美園墓地につきまし

ては全1,641区画中1,579区画を貸し出しており、

62区画が空きとなっております。なお、87区画が

管理者不明となっているところです。梅川墓地に

つきましては、全７区画中６区画を貸し出してお

り、１区画が空き区画となっております。なお、

管理者は全て把握しております。豊丘墓地につき

ましては、全155区画中140区画を貸し出しており、

15区画が空きとなっております。なお、８区画が

管理者不明となっているところです。登墓地につ

きましては、全437区画中418区画を貸し出してお

り、19区画が空きとなっております。なお、６区

画が管理者不明となっているところです。栄墓地

につきましては、全158区画中153区画を貸し出し

ており、５区画が空きとなっております。なお、

３区画が管理者不明となっているところです。潮

見墓地につきましては、近年参拝の実態がなく、

管理も行き届いていない状況となっていることか

ら、未整理となっております。梅川霊園につきま

しては、全696区画中668区画を貸し出しており、

28区画が空きとなっております。なお、管理者は

全て把握しております。 

 ２点目の墓地と梅川霊園の管理上の違いに関す

る質問ですが、墓地、霊園とも管理に違いはござ

いません。墓地に関しましては地域の方に管理を

お願いしており、梅川霊園につきましては町営斎

場管理業務を管理委託している状況です。 

 ３点目の土砂災害危険箇所に関する質問です

が、北海道により公表された危険箇所につきまし

ては、担当職員によるパトロールを行うなど監視

をしているところです。 

〇９番（寺田 進君） 今お伺いしたところ、や

はりかなりの数が使用されておりまして、残りが

少なくなってきているのが現状かと思われます。

また、最も多い美園墓地がやはり一番そういう意

味では多く空き、無縁墓地等も多くなっているよ

うに思われます。美園墓地については、地理的に

も非常に利用しやすい場所ですが、人口の増加に

より頂上まで利用されているのが現状かと思われ

ます。高齢化によりお墓に行くのが大変になった

ので歩道の整備をしてほしいというお話を聞くと

ともに、階段、歩道を整備すると墓じまいに多大
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な費用がかかるとのお話もあります。私も何度か

頂上まで登って見てきましたが、主な３か所の通

路では現在設置されている階段で最高130段あり

ました。墓参りの荷物を持参して高齢者が通行す

るのは大変かと思われます。また、途中の状況を

見てみると、使用していない墓所と墓石が傾いて

しまったり、崩壊してしまった墓石等、見るから

に手入れの行き届いていない墓所が多く見られま

す。会津墓地が町民の共同墓地に変貌して100年、

余市町墓地及び火葬場条例からも58年がたち、こ

れからの墓地行政を考えると早急な対策が必要か

と思われますが、どのように考えておられるのか

伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 今後の見通しについてですけれども、質問の意

図がちょっとよく私に伝わっていないのですけれ

ども、今後としましては引き続き、先ほど答弁し

ましたとおり、管理者に対しましてはきちんと管

理業務を行って、委託しておりますし、梅川霊園

につきましても管理委託をしております。また、

趣旨としましては今後減っていくのをどう考えて

いるかということかと思いますけれども、もちろ

ん墓じまい、墓地を返還するときは町のほうで墓

地返還届などきちんと受理しまして、適宜担当課

のほうで数を調整していっているということでご

ざいます。 

〇９番（寺田 進君） 全国の墓地で墓の無縁化

が顕著になりつつある一方、今後20年間は年間の

死亡者数の増加が見込まれ、墓地運営にはそれに

伴う墓地需要への対応が迫られております。日本

の墓地行政は、明治以降一貫して公衆衛生の視点

で捉えられてきました。しかし、火葬率が99％を

超え、もはや公衆衛生としての視点が必要がなく

なった時代において、公共政策として墓を捉える

認識は薄れてきているのが現状ではないでしょう

か。さらに、核家族化、少子高齢化などにより継

承者のいない無縁墓地が増加する反面、先祖代々

の墓ではなく、子や家族の墓を志向する傾向が強

くなるという現象が同時進行しており、地域の特

性やニーズに合った墓をどう供給できるのかとい

った視点が墓地行政に求められるようになってき

ているのではないでしょうか。どんな人も必ず死

を迎えるのだから、家族や子孫の有無、お金の有

無にかかわらず、どんな人もひとしく遺骨の収集

場所を確保できる社会がなければならないと思わ

れます。こうした福祉の視点で見たときに合葬墓、

合同墓と呼ばれる合葬式の墓を整備する必要があ

ると思われますが、どのように考えているかお伺

いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員の質問に

答えさせていただきたいと思います。 

 前回の定例会でも私同じ質問に答弁させていた

だきましたけれども、近隣の町村でも合葬墓、整

備しているところがあります。その経緯につきま

しては、宗教界からの要望がありまして、宗教界

のほうで場所がなくなってきているから市町村と

してぜひ取り組んでほしいというような要望に応

えたということでございます。余市に関しては状

況が異なっておりまして、そういう要請に関して

は今のところありませんし、きちんと関係者と協

議をして、今後もしていきたいというようなこと

を前回もお答えさせていただきましたけれども、

まさにその話は全体の需要ですとか関係団体との

話をして、きちんと研究していきたいと考えてい

るところであります。 

〇９番（寺田 進君） ２点目の各墓地と霊園の

管理の違いをお伺いしましたが、余市町墓地及び

火葬場条例、それと余市町梅川霊園条例、これ比

べてみますと管理料、あと継承許可証、それと使

用権の消滅の期限等に違いがありますが、これを

今後統一していくとか、そういう方向に持ってい

くという考えはないのでしょうか。お伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員の再度の
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質問に答えたいと思います。 

 墓地の管理の質問の詳細、ディテールに関しま

しては、実態を踏まえながら担当課のほうで検討

していきたいと思っております。 

〇９番（寺田 進君） ３点目の質問に移ります。 

 美園墓地、栄墓地については、急傾斜地崩壊危

険箇所に該当していると思われます。潮見墓地に

ついては、土石流危険流域になっていると思われ

ます。私も美園、栄については自身の目で確認を

させていただきましたが、残念ながら潮見につい

てはまだ確認できておりませんので、美園墓地、

栄墓地を中心に質問しますが、美園墓地の東面の

すずむし公園付近で、小規模治山事業が平成７年

から２年間土留め、のり切り、のり分け、実播の

工事が行われていると思います。しかし、美園21番

地及び26番地の住宅に最も近い場所は、何も行わ

れていないように見受けられます。さらに、東側

墓地入り口駐車場付近の斜面の土壌が露出してお

り、斜面に樹木が林立した特に危険な箇所だと思

われますが、どのようにお考えなのか伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 危険箇所に関しましては、先ほど申し上げまし

たとおり、担当職員がパトロールを行うなどして

監視しているところでございます。 

〇９番（寺田 進君） 美園墓地は、会津藩士の

墓をはじめ歴史的にも重要な場所と思われます。

今年10月11日、台風14号で東京都三宅村墓地で土

砂崩れが起こり、複数の墓石が埋まるという痛ま

しい事故が起こりました。自然災害は、いつ起こ

るか分かりません。自治体の目的は、地方自治法

第１条で地方公共団体は住民の福祉の増進を図る

ことを基本として、地域における行政を自主的か

つ総合的に実施する役割を広く担うものとすると

明記されておりますが、一刻も早い対策が必要だ

と思われますけれども、どのように考えておられ

るかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ９番、寺田議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 危険箇所に関しての質問ですけれども、先ほど

来の答弁になりますが、危険箇所の対策が必要な

ところに関しましてはきちんと担当課のほうでパ

トロールをしており、必要な場所に関しましては

管理者、例えば国や林野庁、そういうところが管

理している土地もありますので、きちんと関係団

体と連絡を取り合って、安全対策は行っていると

いうことでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 寺田議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時１５分 

                              

再開 午前１０時２５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位４番、議席番号10番、彫谷議員の発言

を許します。 

〇10番（彫谷吉英君） 令和２年余市町議会第４

回定例会において次の質問をしますので、明快な

回答をお願いします。 

 町長の政治姿勢及び行政対応について。 

１番、齊藤町長の当選以来２年と３か月が過ぎ

ましたが、この間の成果についてお伺いします。

また、来年度総合計画の策定時期が来ております

が、今後進めていきたいと考えていることについ

てお伺いします。 

 ２番、今余市町民が一番困っていること、また

町長に一番期待していることは何だと思います

か。お伺いします。 

 ３番、今新型コロナの蔓延で国中がパニックに

なっていますが、いま一つ町内での状況が町民に

伝わらなく、うわさだけが広がって、町民、特に

高齢者は不安の毎日を送っていますが、この現状
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を町長としてどう捉えているかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の質問に

答弁いたします。 

 １点目の私が就任してからの成果についてでご

ざいますが、まず本町の財政においては経常収支

比率が高く、財政構造の弾力性に欠けていたこと

から、国や道からの補助金を積極的に獲得するこ

とにより財政調整基金からの繰入れを大幅に減少

させたこと、またそれぞれの担当が実施していた

事業を余市の強みである食をテーマに一元化し、

食の都よいちという新しいプロジェクトを立ち上

げ、予算の効率化を図るとともに、国の交付金を

取り入れることで一般財源の削減に努める一方、

ふるさと納税を拡充し、新たな財源の確保にも努

めたところでございます。 

 また、まちづくりを進める上で協力者、応援者

を増やしていくことは必要不可欠であり、平成

30年の稲畑産業株式会社との連携協定をはじめと

して、ニトリホールディングス、ピクシーダスト

テクノロジーズ、カルチュア・コンビニエンス・

クラブといった民間企業との連携を積極的に進め

ており、今後農林水産業の振興、文化、芸術、観

光資源の活用など様々な分野における地域活性化

に結びつけるよう取組を進めています。 

 また、各分野で活躍する高度な専門性を持った

優秀な人材を兼業、副業で採用する戦略推進マネ

ジャーの採用、さらには地域外の人材を積極的に

誘致する地域おこし協力隊、国の地域人材ネット

に登録されている外部専門家を年度内に複数回招

聘する外部専門家制度といった国の制度を活用し

た外部人材の活用にも積極的に取り組んでおりま

す。こうした民間企業との連携や外部人材の登用

といった外の要素を取り入れることで地域に多様

性を生み出そうと考えており、この多様性こそが

地域を強くする上で最も重要な要素と考えていま

す。 

 また、本町にはたくさんの魅力があることから、

この魅力を多くの方に知っていただくことで地域

活性化につなげるという思いがあり、羽田空港で

の本町のＰＲイベントが大盛況であったことや世

界一のレストランであるデンマークのコペンハー

ゲンにあるノーマというレストランに本町のワイ

ンを売り込み、日本で初めて採用されたことも大

きな成果であったと考えています。また、町内若

手事業者も自ら積極的に売り込む姿勢が生まれ、

ミナクルという一つの形が生まれました。今後も

やる気のある事業者は積極的に後押ししたいと考

えております。 

 また、インフラ面においては長年の懸案事項で

あった光ファイバー整備についても本町のほぼ全

域にわたる整備のめどがついているとともに、携

帯電話の不感地域解消に向けて取り組んでいま

す。 

 庁舎内においては、福祉、保健に関する一連の

手続を行える窓口として保険課、子育てと健康を

総合的に推進する窓口として子育て・健康推進課

を設置し、町民にとって分かりやすい役場づくり

に向けて機構改革にも取り組んでいます。また、

迅速な対応にも心がけ、ブラックアウト時の対応

や持続化給付金などの迅速な対応は町民の方にも

実感してもらえたと思っております。 

 令和４年からの新たな総合計画の策定について

ですが、策定の具体的なものはこれからの作業と

なりますが、老朽化する公共施設や深刻な人口減

少など本町における課題は山積しており、日々大

きく変化する情勢に即して町政も変化していかな

ければならないことから、変化に柔軟に対応でき

るまちづくりを目指して策定してまいりたいと考

えております。 

 次に、町民が今一番困っていることにつきまし

ては、今町民の中には病気、介護、子育てなど様

々な問題を抱えている方がいらっしゃると思いま

すが、今一番困っているということになりますと、

全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス
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感染症について不安を抱き、誰もがその終息を強

く望んでいるものと思っています。 

 ３点目の新型コロナウイルス感染状況に関する

質問ですが、後志管内の感染者情報は倶知安保健

所を通じて道が一元的に情報提供をしているとい

うところであり、町村単位での感染状況について

は町が独自に公表できない状況にあり、本町とし

ても町民の不安軽減は重要と考えておることか

ら、道から公表される情報を基に必要となる対応

を行っているところであります。 

〇10番（彫谷吉英君） ３番目のコロナ関係で、

二、三日前に後志管内で６人の患者が出ていると

いうことで、19か町村のうちで６人が出ていると。

結局余市は何人出ているか分からないと。非常に

不安になっていると。高齢者は、特に不安に思っ

ている。この状況を打開しなければならないと。

これについて見解をお願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 昨日もコロナの議論にはなりましたけれども、

まず前提といたしまして、先ほど私が答弁したと

おり、倶知安保健所が管轄しておることから、町

が独自に公表はできないということが前提とし

て、いずれにせよ我々がすべきことは決まってお

りまして、昨日も申し上げましたが、手洗いをき

ちんとすると。そして、マスクや飛沫の対策をす

るということで自分も感染しないように心がけ、

また他人にも感染しないようにすることによって

早期の終息を目指すと。この行動に尽きるのでは

ないかというふうな見解を持っております。 

〇10番（彫谷吉英君） 昨日、今日のテレビでＧ

ｏ Ｔｏ トラベルが全国一時停止になりまし

た。これについて余市町の対応はどういうふうに

しますか。Ｇｏ Ｔｏ イートも、前に町は食べ

物屋さんに一律のＧｏ Ｔｏ キャンペーンをや

りましたけれども、今回はそれをするのか、しな

いのかちょっとお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 Ｇｏ Ｔｏ トラベル一時停止の是非に関しま

しては、国の政策なので、私がコメントする立場

にはありません。 

 また、町が前回、第１波のときにやったのはテ

ークアウトのキャンペーンを行いまして、タクシ

ーで各飲食店からテークアウトのメニューを運ぶ

という事業をやりました。厳密な意味でＧｏ Ｔ

ｏ イートとは趣旨が違います。いずれにしまし

ても、町としては必要なところに必要な支援を送

っていくということで、昨日も補正予算をつけて

いただきましたが、今飲食店に一律10万円の支援

をするということを考えているところでありま

す。 

〇10番（彫谷吉英君） 次に、１番目の齊藤町長

の成果、いろいろな成果をされたと伺いました。

ただ、余市町ははっきり申しまして、コンサルタ

ントの意見を聞くというか、頼むわけですから、

町民の顔が見えないということが往々にしてあっ

たわけですけれども、これからの政策を町民は町

長に期待しております。これからの政策について

お聞かせください。お願いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 10番、彫谷議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども答弁させていただきましたが、今後政

策、新たな総合計画をつくるところでありますが、

やはり老朽化している公共施設をきちんと集約な

りしていかなければ経費がかかって、非常に行政

効率が悪くなるということもあります。また、深

刻な人口減少などもありますが、人口減少を所与

の条件としてどのように地域を安定的に運営して

いくかというような政策が求められているわけで

ございます。その点から様々な状況に即応できる

ような柔軟なまちづくりをしていきたいというよ

うな思いでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 彫谷議員の発言が終わり
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ました。 

 暫時休憩します。 

休憩 午前１０時４０分 

                              

再開 午前１０時５５分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位５番、議席番号13番、安久議員の発言

を許します。 

〇13番（安久莊一郎君） 今回の定例会に当たり、

１件の質問をいたします。 

 高度の難聴で身体障害者の認定を受けた人は、

補聴器を購入するときに補助を受けることができ

ます。しかし、軽度、中程度の難聴では認定され

ません。加齢による難聴は、ほとんどの場合補助

を受けることができません。そこで、各地の自治

体で国への補聴器購入の際の助成制度を求める要

望意見書が出され、国の制度創設を待たず、自治

体独自の補助を実施するところも出てきました。

このことは、いかに加齢による難聴への対策が待

たれているのかを表しています。全日本年金者組

合余市支部も余市町に要望しております。補聴器

の公的助成金制度の創設を政府に求めることと国

の制度が実現するまでの間の緊急処置として町独

自の施策で助成金制度確立を求めています。私た

ち日本共産党は、高齢者が安心して暮らせる社会

をつくることが政治の重要な責任と考えていま

す。高齢者は、多年にわたり社会の進展に寄与し

てきた者、豊富な知識と経験を有するものとして

敬愛されるとともに、生きがいを持てる健全で安

らかな生活を保障されなければならないと考えて

います。しかし、高齢化社会を迎え、難聴者も増

え、国立長寿医療研究センターの調査によれば、

全国の難聴有病者は65歳以上で約1,500万人と推

計されています。難聴は、ほほ笑みの障害と呼ば

れています。話が聞こえない、何回も繰り返し聞

こえないと尋ねるのではなく、笑ってごまかして

しまう。なかなか相手にも理解されにくいため社

会的に孤立しがち、これが認知症や鬱病を進行さ

せているのではないかと問題になっています。補

聴器が鬱や認知障害を抑制するという研究報告も

出されています。国立研究開発法人も認知症専門

家と聴覚の専門家が補聴器の認知機能に対する予

防効果を検証しています。多くの高齢難聴者への

補聴器購入助成は重要な課題です。 

 聴覚障害者にとって磁気ループ、ヒアリングル

ープも必要な機器です。アンプや敷設されたルー

プアンテナを使って磁気を発生させ、テレコイル

付補聴器や受信機に音の信号を直接届けるシステ

ムです。補聴器はあらゆる音を拾うので、人の集

まる講演会場や会議室など騒音の多い場所では正

確に音声を聞き取れません。磁気ループが設置さ

れた会場では、クリアな音を聞くことができます。

移動式の磁気ループと受信機で難聴者も会議に参

加でき、講演を楽しむことができます。導入され

た自治体での体験者は、鮮明な音を聞くことで社

会参加ができたのがうれしいと語っています。そ

こで、以下質問します。 

 １つ、余市町の難聴者の実態と補聴器購入の助

成について。 

 ２つ、磁気ループの導入について見解を伺いま

す。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁いたします。 

 １点目に関する質問ですが、聴覚の障害により

身体障害者手帳の交付を受けている方は91名であ

り、そのうち補聴器交付者は58名であります。障

害の認定を受けていない難聴の方々の人数や実態

の把握は困難な状況です。また、補聴器購入の助

成につきましては、身体障害者手帳交付者は原則

１割の自己負担で補聴器を購入することができま

す。身体障害者手帳が交付されていない方で補聴

器が必要な方の助成に関しましては、現在のとこ
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ろその考えはありません。 

 ２点目につきましては、補聴器の普及状況や要

望を把握しながら研究してまいります。 

〇13番（安久莊一郎君） まず、この問題につい

ては、昨年の第３回定例会で大物議員が難聴者支

援について質問しました。この支援については、

我が町の高齢者にとって重要な問題ですので、私

からも再度質問させていただきます。 

 まず、難聴者の実態の問題です。全国の難聴有

病者数はいろいろな資料から約1,500万人と思わ

れています。いろいろな調査がありますけれども、

大体1,500万人程度というのが推計としていいの

ではないかと思うのですけれども、1,500万人とい

うと非常な人数ですけれども、これだけの人が苦

しんでいるわけです。ですから、余市町でもそれ

に当てはめれば、相当数の方が難聴で苦しまれて

いると。それで、日本補聴器工業会というところ

の推計で難聴者は1,430万人で、その中で補聴器を

つけている方は14.4％の210万人にすぎないと。こ

れは、大物議員も指摘したところであります。だ

けれども、こういう日本全体の傾向が出ているわ

けですから、これでやっぱり補聴器が必要な難聴

者、有料ということで難聴者なのにつけていない

という方がこれぐらい、これは非常に大きな問題

で、余市町民にとっても同じようなことが言える

のではないかと思うのですけれども、これをどの

ように考えられているかということをまず答えて

いただきたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げましたが、難聴の障害により

余市町で障害者手帳の交付を受けている方は91名

おります。その方々は、自己負担が少ない額で補

聴器を購入できるというような制度になっている

わけです。 

〇13番（安久莊一郎君） 私がお尋ねしたいのは、

難聴で補聴器が必要だという、そういう方が補聴

器をどうしてつけていないか。その原因について、

考えられる理由についてお聞きしているのです。

それをまず確認したいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 補聴器を買わない理由は何かというような問い

でございますが、様々な事情があるので、一概に

はお答えすることはできません。 

〇13番（安久莊一郎君） 町長はまだまだお若く

て、そういう難聴の問題というのは関わりはない

かもしれませんけれども、少し考えてみれば分か

ると思うのですけれども、やっぱり補聴器が高価

である、高いということ、そして高齢者ですから、

年金生活がほとんどの方ですけれども、年金が非

常に苦しくて、生活ができないというところだと

思うのです。それで、なかなか補聴器が買えない

ということになると思うのです。それの一つの反

映ではないかと思うのですけれども、補聴器の購

入助成をしている自治体が幾つかあるのです。日

本共産党が昨年調査した段階では、20自治体が助

成を行っていると。補助の内容は様々なのです。

それは、それぞれの自治体の条件というのは違う

ところもありますし、住民の方の実態も違うわけ

ですから、それは様々あると思うのですけれども、

ちょっと紹介しておきますと、助成金額が１万円

から５万円の間で出されています。２万円とか３

万円が多いのです。それから、年齢は65歳以上と

しているところが多くて、70歳以上が４自治体、

それから住民税非課税世帯というのも入っていま

す。それは７つですけれども、このように各自治

体が助成を行っているのです。私たちはもっと広

がることが大事だと、余市町でもそれを率先して

やっていただきたいと思うのですけれども、これ

は昨年のデータですので、今年また増えているか

もしれませんけれども、こうやって助成している

という自治体があると。この実態は、どのように

お考えでしょうか。 
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〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 各自治体の政策によってそれぞれの自治体の判

断で助成しているところがあるということの話だ

というふうに思います。 

〇13番（安久莊一郎君） ですから、やっぱり一

応私は日本全体の傾向として非常に余市町民も補

聴器が必要な方がいるということでお話ししたの

で、実際にこれをどういう助成をしていくかとな

れば、余市町の難聴者で補聴器必要な方、この実

態をしっかり把握しなければならないと思うの

で、それはいろいろな手だてを町で考えていって

いただきたいと思うのです。例えば高齢者にアン

ケートを取るということも考えられますし、それ

から私はちょっと考えたのですけれども、介護認

定調査というのがあるのです。そこで聴力という

項目があります。マークシート方式で調査票が作

られていまして、コンピューター処理されている

と。この介護認定調査というのは非常に項目もあ

るし、１枚１枚、個人個人がいろいろなデータ入

っていますので、これを本当集計するというのは

大変だというのは分かるのですけれども、何とか

コンピューター処理のところでうまく使って、そ

ういう実態が分からないかなと。分かれば、難聴

問題考えるときに非常に有効だと思うのです。そ

れをぜひ考えてもらいたいと思います。 

 それで、やっぱり生の声も聞かなくてはいけな

いと思いまして、補聴器を使用している人の声を

紹介したいと思うのです。先ほど言われました障

害者手帳持っていて、補聴器購入の手続を取る方、

上限が４万円ということになっていますけれど

も、補聴器を今使用している人で４万円台の補聴

器というのは、雑音を除いて、自分の聞きたいこ

とを聞く、声を聞くというためには性能が不十分

で、平均15万円から16万円の補聴器が必要である

と。これ片耳の値段です。両耳になれば三十数万

円のものが必要だと、こうおっしゃいます。私の

知人で補聴器を使用している方は、片耳19万円の

補聴器を使っているのです。この人は身体障害者

手帳も持っていまして、病院からの証明書も出し

てもらっているけれども、19万円というものがち

ょうどいいということで助成は受けていないので

す。それで、ＷＨＯ、今コロナで非常に活躍され

ていますけれども、世界保健機関では41デシベル、

この41デシベルというのは中程度の難聴の方です

けれども、その方から補聴器をつけることを推進

しています。ですから、町長は現在の国の制度で

やっていって、余市町独自のやつはまだ考えられ

ていないと言われましたけれども、この41デシベ

ルというのは基本的には聞こえるけれども、かな

り聞き取りづらいという段階なのです。何もしな

いとさらに悪くなって、認識できない音が増えて

いくと。だから、この段階から対応取っておかな

くてはいけないという人が、国の制度では対応で

きないのです。ですから、この問題考えなくては

いけないと思います。 

 それから、もう一つついでに難聴者の人の声を

聞いてもらいたいと思うのですけれども、この人

は手帳を持っていないのです。80代の夫婦です。

テレビの音量を26から28にして２人で聞いている

というのです。相当な大きな音量です。それから、

電話に出てもほとんど聞き取れないと。だから、

電話に出たくないと。それから、この人いろいろ

な関心がある方で、ぜひ聞きたい講演があっても

聞き取れないので、その講演に参加できないと。

この人の講演聞きたいなと思っても参加できない

と。それから、少人数の集まりでも話が聞き取れ

るのは１人か２人なので出たくなくなると。補聴

器は高いので購入していないと。それから、親身

に相談に乗ってくれる医療機関が欲しいと、こう

言われております。ですから、こういう声に応え

ると。こういう方、いろいろいると思うのです。

だから、そのために現在のこの国の制度だけでは

不十分ではないかと思うのですけれども、これに
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ついては町長、どうお考えでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 現在のところ難聴の方からの役場に対しての要

望はないと把握しております。ある場合は、きち

んと担当課で相談に乗りまして、先ほど来申し上

げているとおり、ほとんどの金額が公費で負担で

きるという制度が既にありますので、それを活用

していただくように案内することになるかと思い

ます。 

〇13番（安久莊一郎君） ですから、私が言った

のは今障害者手帳で助成されている方は高度の難

聴者なのです。40センチの間でしか話ができない

と、そういう方なのです。だから、それでは不十

分だから、やっぱり当然国にもっと難聴者に合っ

た制度にすべきですということは町からも要望し

ていただきたいのですけれども、それができる間

苦しむ人は放っておかないで、放っておくと、先

ほど言いましたように、さらに難聴が進んでしま

うということになりますので、そこ強く要望して

おきたいと思います。 

 それから、もう一つ大きな問題として考えられ

るのが補聴器使用が認知障害を実は抑制できる

と、そういう問題です。ほほ笑み障害については

先ほど述べましたけれども、相手との交流ができ

なくなって、社会的に孤立しがちになると、この

問題です。この問題について、国際的にも2017年

と2020年の２回にイギリスの「ランセット」とい

う医学雑誌、私は知らなかったのですけれども、

非常に格調高い雑誌で、慶応大学の医学部の耳鼻

咽喉科の小川教授、難聴問題の第一人者が紹介し

ているので、そうだろうと思うのですけれども、

この雑誌で認知症の大きな要因として難聴が挙げ

られているのです。やっぱり社会的なつながりの

大事さ、それから脳を使うことの大事さを指摘し

ております。これがまず１つです。それから、当

時の厚生省が2013年、認知症対策として、町長も

御存じのように、オレンジプランというのを始め

て、それが今発展して、新オレンジプランという

のが2015年から始まっております。これ認知症対

策なのです。その中で認知症の危険因子として加

齢、年取ることです。遺伝、高血圧、糖尿病とか

頭部外傷、喫煙、そして難聴が取り上げられてい

るのです。この新オレンジプランでは、それを防

ぐためには、認知症を防ぐためにはコミュニケー

ションを進めること、そのためには補聴器が重要

としております。ですから、この難聴問題、それ

を解決するために認知症対策として補聴器の使用

ということが非常に大きな問題となっているの

で、私もこれはぜひ町としても考えていただきた

いと思うのです。難聴だから認知機能が衰えるの

ではなくて、難聴によってコミュニケーションが

どんどん減り、そのままにしておくと認知機能が

衰えると。手話というのがありますけれども、手

話という言葉を使ってコミュニケーションを取れ

ば認知機能には影響がないと先ほど紹介しました

小川先生も強調しております。ですから、そこを

ぜひ難聴と認知症の関係、これをこれから考えて

いかなければならないのではないかと思います。

それで、認知症対策のためにも国の支援を待つの

ではなくて、余市町としてできることから補聴器

の普及に取組を進めていただきたいと思うのです

けれども、これはどうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員のご質問

に答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げておりますとおり、補聴器の

購入に関する助成の制度がありますから、もし必

要な場合はそこの補助制度に乗るというのが一番

合理的な手法ではないかなというふうに思ってい

るところであります。先ほど来ご指摘のとおり、

手帳を持っていない方はどうするのだという議論

に関しましては、まずは相談をして、それが対象

になるかどうか、そこから判断するのが一番通常

のパターンではないかなというふうに思っていま
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す。 

 また、先ほど自治体独自で補助している自治体

が全国20ほどあるとおっしゃっていましたけれど

も、例えば一例、北海道内で挙げると北見があり

ますけれども、実際に現物を支給する形になって

おり、非常に厳しい状況です。例えば70歳以上の

高齢者で老衰、身体障害がある、または世帯全体

が非課税世帯というような非常に厳しい要件があ

ったりということでございます。しかも現物支給

なので、自分の耳に合わない場合があるというこ

とです。であるならば、補聴器が必要だと思った

場合にはまずは相談いただいて、北海道の道立心

身障害者総合相談所がありますから、そことやり

取りしながら補助対象にしていくというのが通常

考えられる一番いいパターンではないかなという

ふうには思います。 

〇13番（安久莊一郎君） だから、先ほどから言

っているのは手帳を持てない方でも難聴で非常に

困っている方、そのまま放っておけば進行してし

まうという方がいるので、その人たちに対して国

がまだやらない間は町のほうでやってほしいとい

うことなのです。先ほど言った難聴者というのは、

重度の難聴者でないとそういう補聴器購入はほと

んどできないという実態があるのです。だから、

そこをやってほしいと。 

 それから、北見のことは私も党で調べた20自治

体の中に入っているのです。ですから、先ほど町

長言われたような状況分かっているのですけれど

も、そんなふうに一回そうやって助成を受けられ

るという制度ができて、そうしたらそれをどうや

って改善していくかと。もっと要望が出てくれば

それに対応して、対象者を広げていくことも考え

られると思うのです。だから、まずやることが大

事だと思うのです。だから、そういうことをぜひ

考えてもらいたいと思います。 

 それから、この問題についてはまた何度か考え

ていきたいと思うのですけれども、磁気ループの

導入のことについてちょっと話進めたいと思うの

です。国での補聴器の普及状態は先ほど言われた

ようにまだそんなに多くないと思うのです。だけ

れども、障害者手帳を交付されている重度の方で

も補聴器を全員が持つわけではないのです。だか

ら、先ほど私声を紹介しましたけれども、手帳を

持っていない難聴者が非常に講演会とか会議にも

出るのに支障が出ているというわけですから、そ

のための非常にいい道具なのです。磁気ループ、

ヒアリングループとも言われていますけれども、

移動式のやつとかあるものですから、それを会場

に持っていけば本当に難聴者の人でもその会議に

参加できる、講演も聞けると。移動式で、値段も

そんなに多くないので、それを必要なところに貸

出しをしてもらえばそれを使うことができますの

で、ぜひこの磁気ループの導入、考えてもらいた

いと思うのです。自治体での貸出しを受けている

利用者からも閉じ籠もり状態でひたすら文字に耐

える日々でしたが、ヒアリングループで生活の質

が一変したと、そういう声が上がっております。

余市町の高齢者が元気でやっぱり生き生きと生活

できるということがこの余市町にとっての非常に

大きな活力をもらうことになると思うのです。高

齢者になればいろいろ障害は出ますけれども、元

気でやっている高齢者がいれば、いろいろな経験

も豊富だし、いろいろな知恵も持っている方がた

くさんいるわけです。そういう方をどんどんつく

ると。寝たきりにしないと。外へ出ることをため

らうようなことをさせないと、そういうやっぱり

町政を町長に期待したいと思うのですけれども、

どうでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 13番、安久議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 寝たきりの高齢者をつくらないほうがいいので

はないかという点に関しては、私も同じ見解持っ

ています。 

〇議長（中井寿夫君） 安久議員の発言が終わり
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ました。 

 各会派代表者会議並びに諸会議の開催、さらに

昼食を含め午後１時30分まで休憩します。 

休憩 午前１１時２６分 

                              

再開 午後 １時３０分 

〇議長（中井寿夫君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行します。 

 発言順位６番、議席番号15番、中谷議員の発言

を許します。 

〇15番（中谷栄利君） 私は今定例会に当たり１

件の質問をしておりますので、要を得た答弁をお

願いいたします。 

 余市町地域公共交通網形成計画について。本計

画は、令和２年２月14日に策定され、５か年で運

行定着を進めるものです。今12月になり、公共交

通の課題として最初に記されている郊外部等にお

ける公共交通空白地域の解消が急がれる課題とし

て、特に町営住宅入居者から早く実現してほしい

と要望の声が強まっています。風雪の強まるこれ

からの時期にこれまで生活の足であった自転車は

使えず、風に飛ばされそうになりながら田川橋を

渡らなければ生活食品が買えないと切実な声が寄

せられています。計画では、１年目から２年目は

余市循環線の具体化を進め、３年目に輸送方法の

選定及び具体的な運行内容の作成、４年目に地域

への運行内容の周知、実証運行及び運行内容の修

正、５年目に本格運行となっています。これでは

切実な住民要望に遅れた計画ではないでしょう

か。山田方面には町営住宅が３か所あり、周辺に

は商店もなく、車がなければ生活困難です。高齢

化も進む中、第四次余市町総合計画のまちづくり

の目標として住みよく安心して暮らせる町をつく

るとあり、施策の大綱に人に優しい機能的で快適

な生活空間を創造していきますとしています。以

下、伺います。 

 １、郊外部における地域住民の切実な声にスピ

ード感を持って真摯に向き合い、計画の見直しを

もって実現に向けた努力をすることについて。 

 ２、要望の対応を急することから、臨時的措置

に取り組むことについて伺います。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁します。 

 質問は２件にわたり、関連がありますので、一

括して答弁します。余市町地域公共交通網形成計

画において実施を検討していることは多岐にわた

っており、計画期間の５年間で検討、実施してい

くことになっています。郊外部における公共交通

運行については、栄、登、美園、山田及び梅川、

沢、豊丘の３方面があり、現時点ではこの３方面

を小樽や札幌に向かう町外線や余市協会病院線の

町内線に接続することを考えています。余市協会

病院線についてはルートを見直し、（仮称）余市

循環線として新たなルートを考えていますが、こ

の路線は唯一の町内線であり、郊外部の運行を確

保する上でも最も優先して見直すべき路線と考え

ています。そのようなことから、この路線を早急

に運行できるよう努め、その上で次の郊外部への

運行についても順次検討していきます。 

〇15番（中谷栄利君） 私がこの余市町地域公共

交通網形成計画について質問するのは、２回目に

なろうかと思います。２月14日に策定されており

ますが、その計画でも、先ほど町長言われたよう

に、余市協会病院線、これを循環線にして定着を

図り、その３年後に郊外部についての着手をして

いくという仕掛けになっております。１回目に質

問したように、一番の問題は、公営住宅、町営住

宅に住みながら車に頼らなければ生活が厳しい、

まして町営住宅で生活するということは厳しい収

入要件で入居をしているわけです。一定収入要件

が超えれば退去していかなければならないような

規定にもなっております。今日車が持てなくなっ

てきているのは若い人のみならず、みんな通じて
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共通していることではないでしょうか。原案のと

きに質問をしましたが、余市協会病院線を何とし

ても進めたいということで、そのときには一度退

きましたが、今あえて質問せざるを得ないような

緊急な事態になっていることを最初に述べたいと

思います。というのは、これまで車を持っていた

方も生活困窮し、車を手放して、生活保護を受給

しなければならないような状況で町営住宅で生活

されています。そういった方が、私の知っている

方でも奥さんが病気で亡くなり、独りで暮らして

いる、そういった状況の中で自転車で一生懸命頑

張って生活されていましたが、日に日にどんどん

痩せていく。今85歳ということです。そういう方

が非常に頑張って生きて、何としても自転車で買

物しに行かなければならないという形で頑張って

おります。今田川橋を避けて、雪のないときには

運動公園等のベンチにも座りながら休み休み入舟

のスーパーに通っているという話も聞きました。

でも、そういった中でその人のみならず、余市駅

前の商店街など新鮮でおいしい余市ならではのも

のも食べたい、そういった気持ちもあり、どうし

てもそこにやっぱり行きたい。タクシー代かけて

行く、それが今の生活で許されないような厳しい

状況に陥っている。そういった中で日に日にどん

どん痩せて、風に飛ばされそうになっている、そ

ういった状況の話を聞きました。これは、今計画

で郊外部のことという形で話をしていますが、最

近の話を聞けば、大川町の都市部でもやはりなか

なか厳しく、お風呂が自前のところではなくて、

駅横の風呂に、タクシー使っていかなければなら

ないという話も聞きました。83歳の女性です。そ

ういった方たちが安心して暮らしていけるという

ことに対してやはり待ったが利かないような状況

に今陥っているのではないでしょうか。この計画、

2020年から2024年までの間、確かに協会病院路線

の循環式で利用者を促進させる、その定着、それ

が軸となっている、そのような話でしたが、町営

住宅に住んでいる人たちがやはり安心して暮らし

ていける。それは町の責務であり、公営住宅法の

総則の第１条の目的にも書いていますけれども、

この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健

康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、

これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な

家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生

活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的

とする、こういうふうにうたっています。余市町

が今地域公共交通について着手していますが、こ

の住民生活の困窮している状況を鑑みたときにそ

のことに光を当て、考えていかなければならない

ことではないでしょうか。そういうことをもって

この問題に対してやはり３年後に調査し、何の手

法がいいのか進め、４年目、５年目にして進める

ということではこの住民の要望に応えていない。

全然スピード感がない。ですから、泣いている人

たちの声にしっかり耳を傾けて、公共交通の何が

目的なのか、ぜひ進めていただきたい、そういっ

た意味で見直しも含めて実現に向けた努力をす

る、町長も１問目、２問目合同して答弁しており

ますから、もしそれが見直しならぬということで

あれば、臨時的な対応で現状を救い、その試行錯

誤をしながらも試験運行などを通して今困窮に対

する問題について解消する手だても必要な対策で

はないのかなと、私はそう考えます。そういった

ことについて今まさに住民の声に真摯に耳を傾け

てつくった計画であろうとも、その声に対してど

う応えていくか考えていくときではないでしょう

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 町営住宅からバス路線に関しましては、もちろ

ん担当課としてもその声を拾っているわけであり

ますけれども、近年区会や町民から特にやってほ

しいというような要望は来ていないというのは担

当課で把握しております。 
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〇15番（中谷栄利君） 住民から声は来ていない

という話でしたが、一つの声をまとめて、区会の

役員さんだとか含めて徹底して話が行くというと

ころまで一体どれだけの人たちが言葉をのみ込ん

でいるのか。実際に生活保護の受給者は車がない

ことは既に御存じのとおり、車は持てません。ぜ

いたく品ではありません。事故があったときに補

償ができないからという問題で車がないことだそ

うです。これは余談ですが、そういった状況の中

で大変厳しい生活しているというのが現状で、こ

の郊外部についてもこの計画の公共交通の課題と

してイの一番に私は書いているものだなと思っ

て、すごいなと思っていました。この余市町地域

公共交通網形成計画の概要、公共交通の課題及び

方向性、その課題として一番に郊外部等における

公共交通空白地域の解消と書いてあります。すご

いものだなと思っていましたから、大いに期待し

ています。この計画の最後の85ページを見ても、

計画の（４）として、この計画に定める各種取組

実施については、余市町地域公共交通活性化協議

会において連絡調整を行うものとするとあるだけ

ですが、今般の事情について、やはり十分この問

題について情報等話し合う、そういった状況が必

要だろうと思っています。今町長は多くの人は意

見ない、寄せられていないという話ありました。

しかし、この公共交通について検討するのは、今

検討委員会ですか、それに移行していますね。そ

ういった中で町のホームページでいろいろ見まし

たが、第５回の今年の８月４日にやった会議の結

果の要旨としてあるものがありますが、この中で

も協議事項の出された意見として、通院で利用す

る高齢者も多く、高齢ドライバーの交通事故防止

の観点からも早急に運行することが望まれる、こ

ういうふうにあります。しかも、この後に出てく

る言葉がちょっとどういうことなのかあえて聞き

たいと思っていますが、公共交通の会議を行って

いく以上非効率的なものはカットしていく、そう

いった新たな考えを持たなければいけない。タク

シーを活用する方法もある。そういうようなこと

で、その後いろいろ続いていますが、ぜひ改めて

見てもらいたいと思いますが、町長は声がないと

言いましたが、この協議会の中で検討委員会の委

員から通院で利用する高齢者も多い、免許を返上

しているドライバーも多く、また私の聞いている

話では山田団地等でも多くありましたけれども、

巡回バスがちゃんと運行してくれるなら車は手放

して、経費をかけたくない、早く、運行してくれ

と、そういう声もあります。住民から声が届いて

いないからそういった意見はないのだと思わない

で、委員会でもこういった立派な議論はされてい

るのにそれはないのではないでしょうか。ぜひ今

高齢化しているこの余市町で頑張っている人たち

を、しかも公営住宅で生活している人が日に日に

痩せて、介護を必要とする状況に陥るということ

は言語道断ではないでしょうか。その辺の周辺の

住民もみんな高齢化していて、車を運転できなく

なっています。そういった状況を鑑みたときにこ

の郊外部の山田、美園方面も梅川も沢もそういっ

た地域のところの安心して生活していけるという

ことを手がけていく、そういったことに、５年間

の計画で３年目から進めますでは遅い。そういっ

たスピード感が今求められていますから、ぜひこ

の声に向けて、真摯に実現に努力する。そういっ

た声が聞ければ、私はこの後の質問しません。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん公共交通網形成計画は委員会の中で話

し合われているわけでございますが、どのように

やっていくかというと、現時点では優先する幹線、

きちんとまとめて、そこから延びる郊外線につい

てアクセスを確保していくということでございま

すので、引き続きこの計画の委員会の中でしかる

べく検討していくということであります。 

〇15番（中谷栄利君） 頑張っていきたいという
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話でなく、検討していくということなので、質問

させていただきます。 

 私も63歳になりましたし、やはり老いるという

ことは非常に大変な状況で、ましてや今お話に出

てきた人たちは85歳の男性であり、大川町では

83歳の女性です。そういった人たちが大変な思い

して独りで生活している。昔いろいろな食事の宅

配サービスの仕事をしていた人ですから、いろい

ろな施設の人から声かけて、どんどん痩せている

から、ちょっと相談乗るからぜひ包括支援センタ

ーのところに来てお話ししてくれないかいという

話もあって、行ったそうです。しかし、実際には

役場からも来てもらいましたけれども、昔の人は

これだけ独りで生活して頑張っているということ

は、自転車乗ってやるぐらいでしたから、体が細

くなっても気丈で、至って意識ははっきりしてい

ますし、年々心細くなってきたという話は聞きま

したが、頑張っています。ですから、介護保険の

予防の対象にもならないという形で、残念だなと

いう話でした。83歳の女性も元気なのでお医者さ

んが何も書けないねという話でした。こういった

状況の中で頑張っている人たちがいつまでも頑張

ってもらえるように、また地域も一緒になって同

じように声に出していかない、また私が聞けなか

った人たちもたくさんいる中で、大川町において

は入浴施設が大変遠くなっていて、厳しい状況に

ある。持家として風呂がない人たちは大変生活が

厳しい状況になっていると思います。白樺団地の

人たちも風呂が古くてもう何年も使っていないか

らおっかないのだという形で使えないそうです。

いろいろな雑談はありますけれども、老いるとい

うことはそれだけ日に日に生活がどんどん厳しく

なって、日頃からできることができなくなってく

る。そういった人たちを町がしっかり支えていく

制度ではないですか。総合計画にもそのことをう

たっています。私はそう思っています。そのこと

に計画は計画だからとして、そのまんま進めると

いう姿勢でなく、そういった声の見直しも含めて

委員会の中でも必要な資料、また住民に対しても

必要な意見等求める、そういった傍聴、公聴会も

やってください。そういった形で意見求めて、自

分たちは何が遅れているのかぜひ見詰め直す、そ

ういったことが必要ではないでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 公共交通網形成計画については、今までも言っ

ているとおり、委員会の中できちんと計画を議論

しているところであります。もちろん老いて、ど

んどん生活が、体も動かなくなっているという状

況は分かっているわけでございます。そのような

声をどんどん、パブリックコメントなど町として

も募集していますから、そういうのにもしっかり

書いていただいて、委員会のほうに寄せていただ

いて、議論していくということが必要なのではな

いかと思いますので、今後とも全体の状況見なが

ら審議をしていくということです。 

〇15番（中谷栄利君） 町長は選挙やって、去年

が初の予算で、今次期総合計画やろうとしていま

す。そういった中で、やはりこの問題については

全体的に共通していることだなと思って、あえて

言わせていただきますが、町長の選挙の公約とし

て地方創生だとかいろいろな形で食の都プロジェ

クト等も進めていますが、何を言いたいかという

と、町長はわくわくする余市にしたい、すごいこ

とだなと思います。その一方で、生活に苦しんで

いる人にぜひ聞く耳持ってください。パブリック

コメントなんてパソコンもない人がどうやってや

るか。それ公民館行ってやれだとかいろいろな話

あるかもしれませんが、そういう状況にない。ま

して生活困窮者のところでしっかり聞けるような

体制、いろいろ手法あるでしょうし、ぜひそうい

った困っている人のところに現状を聞く、そうい

った姿勢が私は今必要ではないかなと思っていま

すから、あえて今後の姿勢を大切にして頑張って
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いきたいのか、自分のこれまでの初志貫徹でいく

のか、そのことを最後に聞いて、質問終わります。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、中谷議員の再度の

質問に答弁させていただきたいと思います。 

 私としてはもちろん、中谷議員がおっしゃると

ころの困窮している方の声を無視しているつもり

は全くなくて、ありとあらゆる町民の声を聞いて、

総合的に政策に反映していくということでござい

ます。本件の公共交通網に関しましても、先ほど

来申し上げているとおり、様々な声を拾い上げて、

全体の中で議論していくということでございます

ので、もちろん今後ともありとあらゆる町民の方

々の意見を聞いていくつもりでございます。 

〇議長（中井寿夫君） 中谷議員の発言が終わり

ました。 

                              

〇議長（中井寿夫君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会いたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明16日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 １時５６分 
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